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独立行政法人勤労者退職金共済機構職員退職手当規程  
                                       （平成１５年１０月１日） 

改正 平成１８年１０月２日  
改正  平成２１年１２月１日 

改正  平成２３年１０月１日 

改正 平成２６年 ３月１日 

改正 平成２７年 ４月１日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人通則法（ 平成１１年法律第１０３

号。以下「通則法」という。） 第５０条の１０第２項及び就業規則第

３６条の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構（ 以下

「機構」という。）の職員の退職手当に関する事項を定めることを目

的とする。 

 

（手当の種類） 

第２条 退職手当は、退職金及び弔慰金とする。 

 

（支給の対象） 

第３条  退職手当は、勤務期間が６月以上の職員（臨時に勤務する職

員等を除く。以下同じ。）が退職した場合にその者（職員が死亡した

場合にはその遺族）に支給する。ただし、懲戒解雇された者又は在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたこと

により退職させられた者（退職後、在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し禁錮以上の刑に処せられた者を含む。）に対しては、退職手当

の全部又は一部を支給しない。 

 

（支払期限） 

第４条  退職手当は、職員が退職した日から起算して１月以内に支払

わなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、

この限りでない。 

 

（退職金の額） 

第５条  退職金の額は、次条から第７条及び第１０条から第１１条ま

での規定により計算した退職金の額に、第１２条の規定により計算し

た退職金の調整額を加えて得た額とする。  
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（退職金の基本額） 

第６条  退職金の基本額は、職員が退職し又は死亡した日における本

給の月額に次条に定める支給割合を乗じて得た額の合計額に１００

分の８７を乗じて得た額とする。ただし、その合計額が本給の月額に

１００分の５，５００を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得

た額に１００分の８７を乗じて得た額をその者の退職金の基本額と

する。 

２  前項の規定により算出した金額に１００  円未満の端数を生じたと

きは、１００円に切り上げるものとする。 

 

（退職金の基本額の支給割合） 

第７条  退職金の基本額の支給の割合は、職員の勤続期間の区分に応

じて次の各号に定めるところによる。 

（１）勤続５年までの期間については、勤続期間１年につき１００分

の１００ 

（２）勤続５年を超え１０年までの期間については、勤続期間１年に

つき１００分の１４０ 

（３）勤続１０年を超え２０年までの期間については、勤続期間１年

につき１００分の１８０ 

（４）勤続２０年を超え３０年までの期間については、勤続期間１年

につき１００分の２００ 

（５）勤続３０年を超える期間については、勤続期間１年につき１０

０分の１００ 

２  勤続期間に１年未満の端数があるときは、その端数についての支

給割合は、前項各号の区分に従い月割して計算する。 

 

（勤続期間の計算） 

第８条  退職金の算定基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引

き続いた在職期間による。 

２  前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月か

ら退職し又は死亡した日の属する月までの年月数による。 

３  前２項の規定による在職期間の うち就業規則第２２条第１項の規

定による介護休暇の期間若しくは同規則第２３条第１項の規定によ

る育児休業の期間又は同規則第２９条第１項第１号から第３号まで

の規定による休職又は同規則第４８条に規定する出勤停止の期間が
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あるときは１００分の５０の割合により計算して得た期間を、同規則

第２９条第１項第４号又は第５号の規定による休職の期間があると

きは当該休職事由によりその都度定める割合により計算して得た期

間を前２項の規定により計算した在職期間から除算する。 

 

（国等の機関から復帰した職員等に対する退職金に係る特例） 

第９条  職員のうち、理事長又はその委任を受けた者の要請に応じ、

引き続いて国、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第

２条第２項に規定する特定独立行政法人、若しくは地方公共団体（退

職手当に関する条例において、職員が理事長又はその委任を受けた者

の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった

場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者と

しての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。）

又は国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号。以下「法」

という。）第７条の２第１項に規定する公庫等（ 以下「国等の機関」

という。）に使用される者（以下「国家公務員等」という。）となるた

め退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職（その者が更に

引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員

等として在職した場合を含む。）した後引き続いて再び職員となった

者の在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期か

ら後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き

続いた在職期間とみなす。 

２  国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となる

ため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の

職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等とし

ての引き続いた在職期間を含むものとする。 

３  職員が第１項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公

務員等となった場合又は前項の規定に該当する職員が退職し、かつ、

引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規程による

退職金は支給しない。 

４  職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、職員の

引き続いた在職期間に算入するものとする。 

５  国家公務員等が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった

場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在

職期間はなかったものとみなす。 
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（退職金の基本額の増減） 

第１０条  退職金の支給を受けるべき者が次の各号のいずれかに該当

した場合は、第６条の規定による退職金の基本額に、その基準となっ

た本給の月額の１００分の５００以内の額を加算することができる。 

（１）負傷若しくは疾病によりその職に堪えず退職した場合又は死亡

した場合 

（２） 勤続期間が１０年以上であって、就業規則第３３条第１号に該

当して退職した場合 

（３）予算定員の削減により退職させられた場合又は部、課等の廃止

により配置転換が困難なため退職した場合 

（４）勤続期間が１５年以上であって、職務上特に功労のあった者が

退職した場合 

（５）前各号に準ずる特別の事由により退職した者であって、特に増

額の必要があると認められた場合 

２  職員が就業規則第３２条の規定 により勤務成績が著しく不良のた

め解雇させられた場合においては、第６条による退職金の基本額か

ら当該金額に１００分の５０以内の割合を乗じて得た額を減額する

ことができる。 

 

（退職金の減額の特例） 

第１１条 労働関係法人厚生年金基金（以下「年金基金」という。）の

加入員である期間（以下「加入員期間 」という。）１５年以上で退職

し又は死亡した場合においては、第６条の規定により計算して得た額

から、加入員期間を勤続期間とみなして同条の規定により計算して得

た額（以下「対象額」という。）に次の各号に掲げる勤続期間（加入

員期間を勤続期間とみなした場合における当該勤続期間をいう。以下

この条において同じ。）の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗

じて得た額を減額する。ただし、対象額算出の基礎となる本給月額が

年金基金の標準給与の最高限度額を超えるときは、その最高限度額を

もって本給月額とする。この場合において、退職又は死亡した月の前

月（退職又は死亡した日が月の末日である場合は当月）以前１年以内

に標準給与の最高限度額の改正があった場合には、退職又は死亡した

月の前月（退職又は死亡した日が月の末日である場合は当月）以前１

年間の各月における標準給与の最高限度額の合計額の１２分の１に

相当する額をもって標準給与の最高限度額とみなす。 

（１）勤続期間が１５年の場合１００分の１．５の割合 
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（２）勤続期間が１５年を超え３０年までの場合１００分の１．５に

１５年を超える勤続期間１年につき１００分の０．１を加えた割

合 

（３）勤続期間が３０年を超える場合１００分の３の割合 

２  年金基金の加入員であったことにより、既に退職金の減額を受け

た者に対し、再び退職金を支給する場合の減額すべき額は、前項の

規定にかかわらず、同項の規定により減額すべき額から、次の第１

号の額に第２号の割合を乗じて得た額を控除した額とする。 

（１） 再び支給する退職金の額の算出の基礎となる本給月額に基づい

て、既に減額を受けた勤続期間について算出される対象額 

（２）既に減額を受けた勤続期間に対応する前項各号の割合 

３  前２項に規定する勤続期間の計算に当たって１年未満の月数が生

じた場合は、第８条の規定にかかわらず、これを計算の基礎としな

い。 

４  この条の規定による減額は、第６条の規定により支給する退職金の

基本額を限度とする。 

 

（退職金の調整額） 

第１２条  退職金の調整額は、退職し又は死亡した者の職員として引

き続いた在職期間の初日の属する月から当該在職期間の末日の属す

る月までの各月（就業規則第２９条の規定による休職（業務上の傷病

による休職、通勤による傷病による休職を除く。）、同規則第４８条の

規定による出勤停止の期間その他これに準ずる事由により現実に職

務をとることを要しない期間のある月（現実に職務をとることを要す

る日のあった月を除く。以下「休職月等」という。）が１以上あると

き、同規則第２３条の規定による育児休業の期間（当該育児休業に係

る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。）による休職月

等についてはその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応

じて同一の区分ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数え

てその月数の三分の一に相当する数になるまでの休職月等、それ以外

の事由についてはその月数の二分の一に相当する数になるまでの休

職月等（いずれも当該相当する数に一未満の端数があるときは、これ

を切り上げた数）をそれぞれ在職期間から除外する。）ごとに当該各

月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該

各号に定める額（以下「調整月額」という。）のうちその額が最も多

いものから順次その順位を付し、その第 1 順位から第６０順位までの
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調整月額（当該各月の月数が６０月に満たない場合には、当該各月の

調整月額）を合計した額とする。この場合に、月の途中で昇格又は降

格する等により、１月に複数の区分に該当した場合は、調整月額は高

い区分に該当する額とする。 

（１）第１号区分 ６５，０００円 

（２）第２号区分 ５４，１５０円 

（３）第３号区分 ４３，３５０円 

（４）第４号区分 ３２，５００円 

（５）第５号区分 ２７，１００円 

（６）第６号区分 ２１，７００円 

（７）第７号区分 零  

２  第１項各号に掲げる職員の区分は、職務の級並びに職員の職務の

複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、別に定める。 

３  退職し又は死亡した者のうち自己都合退職者（負傷若しくは病気

又は死亡によらず自己の都合により退職した者をいう。以下同じ。）

でその勤続期間が１０年以上２４年以下の者及び自己都合退職者以

外のものでその勤続期間が５年未満の者に対する退職手当の調整額

は第１項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額の２分

の１に相当する額とする。 

４  第１項に定める退職金の調整額は、自己都合退職者でその勤続期

間が１０年未満の者には、支給しない。 

 
（起訴中に退職した場合等の退職金の取扱い） 

第１３条  職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について

禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年

法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。以下

同じ。）をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、

退職金の支給を一時差し止めることができる。ただし、禁錮以上の刑

に処せられなかったときは、この限りでない。 

２  前項の規定は、退職した職員に対しまだ退職金が支払われていな

い場合において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起

訴をされたときについて準用する。 

 

（退職金の支給の一時差止） 

第１４条  理事長は、退職した職員に対しまだ退職金が支払われてい

ない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し
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て、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調

査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至

ったときであって、その者に対し退職金を支給することが、機構の信

用を確保し、退職金制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な

支障を生ずると認めるときは、退職金の支給を一時差し止めることが

できる。 

２  理事長は、前項の規定による退職金の支給を一時差し止める処分

（以下「一時差止処分」という。） について、次の各号のいずれかに

該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さな

ければならない。ただし、第２号に該当する場合において、一時差止

処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分

の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

（１）一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由と

なった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった

場合 

（２）一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされることなく退職の日から起算して１年を

経過した場合 

３  前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生

じた事情に基づき、退職金の支給を差し止める必要がなくなったとし

て当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。 

 

（退職金の返納） 

第１５条  退職した職員に対し退職金を支給した後において、その者

が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられ

たときは、理事長は、その支給した退職金の全部又は一部を返納させ

ることができる。 

 

（弔慰金） 

第１６条  職員が死亡した場合においては、その者が死亡した日にお

ける本給の月額に１００分の４００を乗じて得た額を、弔慰金として

その遺族に支給する。 

 

（遺族の範囲及び順位） 

第１７条  第３条及び前条に規定する遺族の範囲及び順位は、次の各
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号によるものとし、第２号及び第３号に掲げるものの優先順位はそれ

ぞれ当該各号に掲げる順とする。 

（１）配偶者（婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚

姻関係と同様の事情にあった者を含む。） 

（２）子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他の親族で職員の死亡当

時主としてその収入により生計を維持し又は生計を共にしていた

もの 

（３）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しないもの 

２  前項第２号及び第３号中、父母については、養父母、実父母の順

とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の

養父母、実父母の実父母の順とする。 

３  退職手当を受けるべき遺族のうち、同順位の者が２人以上ある場

合には、その人数により等分して支給する。 

 

（実施に関し必要な事項） 

第１８条  退職手当の支給手続その他この規程の実施に関し必要な事

項は、別に定める。  
 
    附 則  
１   この規程は、平成１５年１０月１日から適用する。  
２   機 構 の 設 立 の 際 、 旧 勤労者退職金共済機構の職員であった者で

あって、引き続き機構の職員となったもの（以下「継続職員」という。）

の在職期間の算定については、第７条及び第８条の規定にかかわらず、

当該職員の旧機構並びに旧中小企業退職金共済事業団（以下「旧事業

団」という。）又は旧建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合（旧

建設業退職金共済組合、旧清酒製造業退職金共済組合及び旧建設業・

清酒製造業退職金共済組合を含む。）の職員であった期間を機構の職

員としての引き続いた在職期間とみなす。  
３   継続職員に係る退職金の額の計算については別に定めるところに

よるものとする。  
 
  附  則  
１ この規程は、平成１８年４月１日から適用する。  
２  第５条及び第１４条の本給の月額には、独立行政法人勤労者退職

金共済機構職員給与規程（平成１８年４月１日改正）附則第２項に

定める差額を含めないものとする。  



 9

３  平成１８年３月３１日に在籍する職員が、適用日以後に退職した

場合は、その者が平成１８年３月３１日に退職したものとし、その

者の同日までの勤続期間及び同日における本給の月額を基礎として

計算した退職手当の額が、その者の退職日における本給の月額及び

退職日までの勤続期間を基礎として計算した退職手当の額よりも多

いときは、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額と

する。  
 

附  則  

１  この規程は、平成２１年１２月１日から適用する。 

２  職員がこの規程の適用日以後平成２３年３月３１日までの間に退

職し又は死亡した場合にその者に支給すべき退職手当の額は、改正前

の独立行政法人勤労者退職金共済機構職員退職手当規程（平成１８年

１０月２日改正）により計算した退職手当の額とする。  
 

附 則  

１  この改正は、平成２３年１０月１日から施行する。 

（旧独立行政法人雇用・能力開発機構の職員に係る勤続期間に関す

る経過措置） 

２  独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成２３年

法律第２６号）附則第１５条第３項の規定により独立行政法人勤労

者退職金共済機構（以下「機構」という。）の職員として採用された

者の退職金の支給については、同法附則第２条第１項の規定による

解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構（以下「能開機構」とい

う。）の職員としての在職期間（能開機構の定める職員退職手当規程

（平成１６年規程第９号）第１０条各項の規定により計算された在

職期間をいう。）を機構の職員としての在職期間とみなす。 

 

附   則  

１  この規程は、平成２６年３月１日から施行し、同日以後に退職又

は死亡した (以下「退職等した」という。 )職員の退職手当について

適用する。 

２  この規程による改正後の第６条の規定の適用については、同条中

｢１００分の８７ ｣とあるのは、この規程の施行の日（以下 ｢施行日 ｣

という。）から平成２６年３月３１日までの間においては「１００分

の９８」と、同年４月１日から同年６月３０日までの間においては「１
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００分の９２」とする。  
３  施行日の前日に在籍する職員が施行日以後に退職等した場合にお

いて、その者が施行日の前日に退職等したものとし、かつ、その者の

同日までの勤続期間及び同日における本給の月額を基礎として、この

規程による改正前の独立行政法人勤労者退職金共済機構職員退職手

当規程第６条の規定により計算した場合の退職金の基本額が、この規

程による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構職員退職手当

規程（以下「新規程」という。）第６条及び前項の規定による退職金

の基本額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額

をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職金の基本額と

する。  
４  新規程第１１条の規定に基づく対象額は、加入員期間を勤続期間

とみなして新規程第６条及び前項の規定により計算して得た額とす

る。  
 

附  則  

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
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（参考） 

能開機構の定める職員退職手当規程 

（平成１６年規程第９号） 

＜抜粋＞ 

（勤続期間の計算）  

第 10条  退職金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引

き続いた在職期間による。 

２  前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月

から退職した日の属する月までの年月数による。 

３  前２項の規定による在職期間のうちに就業規則第 29条第１項の規

定による育児休業、就業規則第 30条第１項の規定による介護休業、

就業規則第 37条第１項第１号から第３号までの規定による休職（業

務上の傷病による休職又は通勤（労働者災害補償保険法（昭和 22年

法律第50号）第７条に規定する通勤をいう。）による傷病による休職

を除く。）又は就業規則第56条第１項の規定による停職の期間がある

ときは２分の１の割合を、就業規則第 29条第２項の規定による育児

短時間勤務又は就業規則第 30条第２項の規定による介護短時間勤務

の期間があるときは３分の１の割合を、就業規則第 37条第１項第４

号又は第５号の規定による休職（職員を次条第１項の国等の機関の

業務に従事させるための休職を除く。）の期間があるときは当該休職

の事由によってその都度定める割合を、それぞれの期間に乗じて得

た日数（１日未満の端数は切り捨てる。）の合計に相当する期間を、

その者が退職した日の前日を初日として前にさかのぼって計算して

得た末日をもって退職した日とみなして勤続期間を計算する。 

４  機構設立の際、現に雇用・能力開発機構（以下「旧機構」という。）

の職員としての身分を有し、引き続き機構の職員となった者（以下

「引継職員」という。）の在職期間については、旧機構における在職

期間を第１項の職員としての在職期間に通算する。 

５  機構設立の際、旧機構の臨時職員等（常勤の者に限る。以下同じ。）

から旧機構の職員としての身分を有して引継職員となった場合につ

いては、旧機構の臨時職員等としての引き続いた在職期間を第１項

の職員として在職期間に通算する。 

６  引継職員のうち、旧機構設立の際、現に雇用促進事業団の職員と

しての身分を有し、引き続き旧機構の職員となった者については、

雇用促進事業団における在職期間を第１項の職員としての在職期間

に通算する。 
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７  引継職員のうち、旧機構設立の際、雇用促進事業団の臨時職員等

（常勤の者に限る。以下同じ。）で、旧機構設立の際、引き続いて旧

機構の職員退職手当規程（平成 11年規程第５号）にいう職員となっ

た場合については、雇用促進事業団の臨時職員等としての引き続い

た在職期間を第１項の職員として在職期間に通算する。 

８  引継職員のうち、昭和 47年５月 14日において琉球政府職員であっ

た者（雇用促進事業団が派遣した職員を除く。）であって、同月15日

において沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和 46年法律第

129号）第32条及び沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に

関する政令（昭和47年政令第149号）第５条の規定により引き続き雇

用促進事業団の職員となったものについては、その者の琉球政府職

員としての在職期間を第１項の職員としての在職期間に通算する。 

 


